
明監報第１３号 

 

 

 

会計室定期監査結果報告のこと 

 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定により、みだしの監査を

明石市監査基準に準拠して実施したので、その結果を別紙のとおり報告す

る。 
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会計室定期監査の結果について 

 

１ 監査の対象部局 

  会計室 

 

２ 監査の期間 

  令和７年８月２０日から令和７年１１月２５日まで 

 

３ 監査の対象範囲 

  令和６年度における財務に関する事務の執行を対象とした。 

  ただし、必要に応じて令和６年度以外の事務も監査の対象とした。 

 

４ 監査の対象事項 

  ⑴ 予算の執行等 

  ⑵ 現金等取扱事務 

  ⑶ 収入事務 

  ⑷ 支出事務 

  ⑸ 補助金事務 

  ⑹ 契約事務 

  ⑺ 財産管理事務 

  ⑻ その他 

   

５ 監査の方法 

  会計室から、予算の執行状況、物品の管理状況等に関する資料の提出

を求め、所管する事務についてリスク評価を行い、評価結果に基づき重

点項目を選定し、予算及び関係法令等に基づき適切に行われているかを

証憑書類等の突合や関係職員からのヒアリングなどの方法により監査

を実施した。 

 

６ 監査の結果 

財務に関する事務の執行状況を中心に監査を実施した結果、おおむね

適正に執行されているものと認められた。 


